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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２４年９月３日 ０２時０４分ごろ 

発生場所 北海道釧路市桂恋漁港西防波堤南南東方の消波ブロック 

 桂恋港南防波堤灯台から真方位２６８°９０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°５６.７′ 東経１４４°２６.７′） 

事故調査の経過  平成２４年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五十五富
とみ

丸、９.１トン 

 ＨＫ２－２０３１２（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.０９ｍ（Lr）×３.３５ｍ×１.２３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５４０kＷ、平成７年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５０年４月１１日 

  免許証交付日 平成２２年１０月２５日 

         （平成２７年１０月２４日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ３１歳 

甲板員Ｂ 男性 ３４歳 

甲板員Ｃ 男性 ２４歳 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 右舷船首部外板及びキールに擦過傷、左舷船首から船体中央部にかけ

てのブルワークに欠損を伴う割損、甲板上構造物圧壊、機関及び航海

計器濡損等 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃが乗り組み、平成

２４年９月２日１５時００分ごろに桂恋漁港を出港して同港の南東方

２０海里付近の漁場でさんま流し網漁業の操業を終え、翌３日００時

３０分過ぎ、船長が単独で操船に当たって同漁場を発し、桂恋漁港に

向かった。 

 甲板員３人は、漁場を発進してから約３０～４０分後に漁獲物の整

理作業を終え、甲板員Ａは操舵室右舷側にある送網管等が覆われたＦ
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ＲＰ製のサイドカバーと称する箇所で、甲板員Ｂは、操舵室の船尾方

のゴム手袋等を乾かすために設けられた白色のビニールシートにより

船首方を除く四方を覆った機関室囲壁天井部で、甲板員Ｃは船尾の舵

機室近くにある寝台でそれぞれ仮眠についた。 

 本船は、０２時０４分ごろ、桂恋港南防波堤灯台から真方位２６

８°９０ｍ付近において、西防波堤南端から南南東方に延びる消波ブ

ロック（以下「本件消波ブロック」という。）に衝突し、船首を北北

西方に向け、本件消波ブロック港外側中央部に本件消波ブロックとほ

ぼ平行に乗り揚げた状態となって左舷側に傾斜した。 

 甲板員Ａは、プロペラが何かを叩くような異音と連続した振動によ

り目を覚ましてサイドカバーから右舷甲板上に出たところ、本船は左

舷側に傾斜して左舷ブルワーク頂部と海面がほぼ同位置となり、甲板

上を歩行するのも困難な状況であった。 

 甲板員Ｂは、プロペラに何か巻いたような異音で目が覚め、左舷甲

板上に出たところ、本船は前記のとおり、左舷側に傾斜した状態であ

った。 

 甲板員Ｃは、船底に何かが当たる音で目が覚め、船尾にある引戸を

通って船尾甲板上に出たが、本船はその間に左舷側に急激に傾斜して

いった。 

 本船は、０２時０５分ごろ、左舷ブルワークを越えて海水が船内に

入ったことから、傾斜が増大して左舷側から転覆し、甲板員Ａ、甲板

員Ｂ及び甲板員Ｃは、いずれも本船が左舷側に大傾斜したため、甲板

上から本船左舷側の海面に滑り落ちた。 

 本船は、左舷側から転覆して船底を上にした状態となり、甲板員

Ａ、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃは、本船の船尾方を泳いで本件消波ブロッ

クにたどり着いた後、西防波堤を通って港奥の船揚げ場に移動し、付

近にいた人に携帯電話を借りて１１８番に本事故発生を通報した。 

 船長は、海上保安部の潜水士により０６時４９分ごろに本船の操舵

室内から発見されたのち、病院に搬送されたが、医師により死亡が確

認され、溺死と検案された。 

 本船は、桂恋漁港内に引き揚げられた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風 なし、視程 約９０ｍ以上 

海象：波 なし、潮汐 上げ潮中央期、潮高 約１０７cm 

 その他の事項 

 

 船長の家族によれば、船長に持病はなかった。 

甲板員Ａによれば、本事故当日、船長の体調等に異常は見られず、

乗組員は全員飲酒していなかった。 

船長は、本事故当時、ふだんと同様に漁場までの往復を単独で操船

しており、桂恋漁港から漁場までの所要時間は２時間程度であった。

 本船は、本事故当時、漁場において２回操業を行っていたが、投網

から揚網までの間は漂泊し、その間に船長を含む乗組員は休息をとる
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ことができた。 

本船の本事故発生前の休日は、本事故発生前々日の９月１日であっ

た。 

甲板員Ｂは、仮眠する前、操舵室船尾方の窓（開閉不可）越しに操

舵室内を見たとき、船長は椅子に座って操船していた。 

本船では、ふだん、入港約１０分前にスタンバイベルが鳴らされて

いたが、本事故当時、甲板員Ａ、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃはいずれもス

タンバイベルを聞いていなかった。 

本船は、ふだん、操舵を自動とし、約１０～１３ノットの対地速力

で航行していた。 

桂恋漁港を基地とするさんま流し網漁船は本船のみであり、ふだ

ん、本事故発生時刻ごろに出入港する船舶は本船だけであった。 

桂恋漁港港口の南方及び南東方には岩礁があり、同港の南南東方約

２km には、距岸約２km となるさけ定置網が設置されているため、同

港南東方の漁場から帰港する際は、定置網の手前及び港口付近で避航

のために変針する必要があった。 

本船は、ＧＰＳプロッターに前記の定置網付近から桂恋漁港までの

コースを記録してあり、船長は、ふだん、ＧＰＳプロッターを見なが

ら、同コースをなぞるように操船していた。 

本船の操舵室は、両舷に引戸型の出入口があるが、右舷側の出入口

は送網管等により塞がれ、出入りが困難であった。また、左右舷には

計４か所の窓があるが、いずれも開閉幅及び窓自体が小さいので、窓

を通って操舵室外に脱出することは不可能な状況であった。 

船長が発見された際、操舵室左舷側の引戸は、バールを使用してこ

じ開けられた。 

甲板員Ａが目を覚ましたとき、本船の主機は運転状態であり、船尾

部が振動していた。 

甲板員Ａは、船底を上にして転覆状態となった本船を目撃したとこ

ろ、主機はしばらく運転を続けていたが、推進器は停止しており、ま

た、舵板は、右舵一杯の状態であった。 

現場調査の際、本船は、次の状態であった。 

 (1) 主機遠隔操作レバーは「中立」位置であった。 

(2) 操舵スタンドの操舵モードは「自動Ｂ（操作パネルのダイ

ヤルで針路設定が可能な状態）」であり、同ダイヤルは「約０

５０°」の位置にあった。 

 (3) 舵板は、右約４５°の状態であった。 

 (4) 本船の水線下の損傷は、船首部右舷側及びキール全般にわ

たって擦過傷が生じ、プロペラ翼１枚が曲損していたが、破

口等は生じていなかった。 

 本事故発生場所東方の東防波堤上に設置された桂恋漁港の港口付近
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を撮影する漁業協同組合の監視カメラ映像によれば、本船のものと思

われる白色灯火が、西防波堤南端の南南東から北北西方に移動し、０

２時０３分４５秒ごろ本件消波ブロック付近で動きを停めた後、０４

分５０秒ごろ光量が急激に弱まり、０４分５４秒ごろ完全に消灯し

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 本船は、桂恋漁港に帰航中、本件消波ブロックに衝突したものと考

えられるが、操船中の船長が死亡し、また、甲板員全員が仮眠してい

たため、本船が本件消波ブロックに衝突するに至った状況を明らかに

することはできなかった。 

 船長は、溺死した。 

船長は、本船が転覆して操舵室が海没したが、操舵室の引戸が開閉

不能となったことから、操舵室から脱出できず、溺死に至った可能性

があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、桂恋漁港に帰航中、本件消波ブロックに

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 

 




